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人
事
委
員
会
規
則

■職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
、
別
表
第
六
大
学
教
育
職
給
料
表
」
を
削
り
、
「
別
表
第
七
福
祉
職
給
料
表
」
を

「
別
表
第
五
福
祉
職
給
料
表
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
号
中
「
教
授
、
准
教
授
、
」
を
削
る
。

第
二
十
五
条
の
二
を
削
る
。

第
二
十
九
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

別
表
第
一
大
学
教
育
職
給
料
表
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
ト
の
表
を
削
り
、
別
表
第
三
チ
の
表
を
別
表
第
三
ト
の
表
と
す
る
。

別
表
第
七
ト
の
表
を
削
り
、
別
表
第
七
チ
の
表
を
別
表
第
七
ト
の
表
と
す
る
。

別
表
第
八
ト
の
表
を
削
り
、
別
表
第
八
チ
の
表
を
別
表
第
八
ト
の
表
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
を
削
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条

削
除

第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
中
「
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
、
第
二
十

三
条
」
を
「
、
前
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
五
中
「
（
大
学
学
長
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
中
「
及
び
大
学
学
長
職
給
料
表
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四

項
第
一
号
中
「
、
大
学
学
長
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
を
削
る
。

第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
十
五
以
上
百
分
の
百
九
十
」
を
「
百
分
の
百

十
以
上
百
分
の
百
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
九
以
上
百
分
の
二
百
三
十
」
を
「
百
分
の
百
三

十
四
以
上
百
分
の
二
百
二
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
三
・
五
以
上
百
分
の
百
十

五
」
を
「
百
分
の
九
十
八
・
五
以
上
百
分
の
百
十
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
以
上
百
分
の

百
三
十
九
未
満
、
大
学
学
長
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
六
以
上
百

分
の
百
九
十
五
以
下
」
を
「
、
百
分
の
百
十
九
・
五
以
上
百
分
の
百
三
十
四
未
満
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
百
分
の
九
十
二
（
」
を
「
百
分
の
八
十
七
（
」
に
、
「
百
分
の
百
十
二
、
大
学
学

長
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
九
十
二
・
五
」
を
「
、
百
分
の
百
七
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
二
未
満
」
を
「
百
分
の
八
十
七
未
満
」
に
、
「
百
分
の

百
十
二
未
満
、
大
学
学
長
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
九
十
二
・
五
」

を
「
、
百
分
の
百
七
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
四
十
七
」
を
「
百
分
の
四
十
四
・
五
」
に
、

「
百
分
の
五
十
七
」
を
「
百
分
の
五
十
四
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
百
分

の
四
十
三
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
一
」
に
、
「
百
分
の
五
十
三
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
一
」

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
九
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
条
の
三
の
二
を
削
る
。

附
則
中
第
十
一
項
を
削
り
、
第
十
二
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
十
三
項
を
第
十
二
項
と
す
る
。

別
表
第
一
女
子
大
学
の
項
及
び
県
民
健
康
科
学
大
学
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
ト
の
表
を
削
り
、
別
表
第
二
チ
の
表
を
別
表
第
二
ト
の
表
と
す
る
。

別
表
第
三
の
う
ち
一
知
事
の
事
務
部
局
の
表
県
庁
の
項
中
「
の
所
長
」
の
下
に
「
並
び
に
群
馬

「
統
括

県
公
立
大
学
法
人
に
勤
務
す
る
所
長
」
を
加
え
、
同
表
地
域
機
関
及
び
専
門
機
関
の
項
中

学
部

管
理

監

「
上
席
研

長

を
「
統
括
監
」
に
改
め
、
「
（
女
子
大
学
の
副
所
長
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、

研
究
科

部
長
」

附
属
図

究
員

「
学
科
長
（
女
子
大
学
及
び
県
民
健
康
科
学
大
学
の
学
科
長

長

を
「
上
席
研
究
員
」
に
、

課
程
長

書
館
長
」

教
授
（
農
林
大
学
校
の
教
授
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

を
「
教
授
」
に
、
「
並
び
に
こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー
及
び
沼
田
土
木
事
務
所
」

」

を
「
及
び
藤
岡
行
政
県
税
事
務
所
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
う
ち
三
教
育
委
員
会
の
表
事
務
局
の

「
指
導
主
監

「
所
長

項
中
「
所
長
」
を

に
、
「
指
導
主
監
」
を

社
会
教
育
主
監

に
改
め
る
。

政
策
主
監
」

文
化
財
主
監

」

別
表
第
三
の
二
大
学
教
育
職
給
料
表
の
項
を
削
る
。

別
表
第
四
大
学
学
長
職
給
料
表
の
項
及
び
大
学
教
育
職
給
料
表
の
項
を
削
る
。

様
式
第
一
号
注
２
中
「第

１
０
条

」
を
「第

１
７
条

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１０号）
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様式第２号（規格Ａ４）（第１６条関係）

扶 養 親 族 届

（ 年 月 日提出）

任命権者 所 属

様 職名 氏名 印

条例第１２条第１項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。（証明書類 通添付）

届出の理由（該当する□にレ印を付すこと。）

□１ 新たに職員となつた。

□２ 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある。

□３ 扶養親族たる要件を欠くに至つた者（子、孫及び弟妹で満２２歳の年度末を超えた者を除く。）

がある。

所得の年額 届出事実
同居・別居の別 届出の

扶養親族の氏名 続柄 生年月日 の 発 生
（別居の場合は、住所） 所得の 事 由金 額 年 月 日種 類

記入上の注意

１ 「続柄」欄には、職員との続柄を（重度心身障害者として届け出る場合は、その旨を併せて）記入す

る。

２ 「同居・別居の別」欄には、別居の場合、住所を市区町村名まで記入する。

３ 「所得の年額」欄には、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等恒常的な所得がある場合、こ

れらの種類ごとにその年額（見込額）を記入する。

４ 「届出の事由」欄には、届出の理由の２又は３に該当する場合、その事由（例えば、婚姻、離婚、出

生、死亡、満６０歳以上等）を記入する。

参考 ＜上記扶養親族を職員と共同して扶養している者がいることその他認定上参考になると思われる事項が

あれば記入する。＞

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１０号）
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様式第３号（規格Ａ４）（第１６条関係）

（表面）

扶 養 手 当 認 定 簿

氏 名

１ 扶養親族の状況

届出事実 支 給 の
扶 養 親 族 生 年 月 日 届出年月日 届出の

続 柄 の 発 生 始 期 ・ 終 期
の 氏 名 （加算開始時期） (受理年月日) 事 由

年 月 日 （満２２歳年度末）

＜記入上の注意＞

１ 「生年月日（加算開始時期）」欄には、扶養親族が加算措置の対象となる子である場合は、加算開始の

時期を括弧書で記入する。

２ 「届出年月日（受理年月日）」欄には、届出日を記入し、その日が届出受理日と異なる場合にあつて

は、届出受理日を括弧書で記入する。

３ 「支給の始期・終期（満２２歳年度末）」欄には、扶養親族が子、孫又は弟妹である場合は、当該扶養

親族が満２２歳の年度末を超えることにより支給要件を喪失する時期を括弧書で記入する。

４ 子、孫又は弟妹が満２２歳の年度末を超えたことにより支給要件を喪失した場合は、「届出年月日（受

理年月日）」欄及び「届出事実の発生年月日」欄の記入は要しない。なお、「届出の事由」欄には、「満

２２歳年度末」と記入する。

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１０号）
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（裏面）

２ 扶養手当の月額の認定（支給額の改定）

認定（権）者の認定（確認）
支給開始（終 認定扶養 認定扶養 扶養手 認定等
了）・支給額 親 族 親 族 当の月
改定時期 (子以外) (子) うち加算 額 の事由 認定年月日 職・氏名

措置対象 (確認年月日)

人 人 人 円

３ 備考

＜記入上の注意＞

「備考」欄には、扶養親族及び扶養手当額の認定上、特に必要な事項を記入する。

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１０号）
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（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
群
馬
県

人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
百
分
の
百
九
十
（
」
を
「
百
分
の
百
八
十
（
」
に
、
「
百
分
の
二
百
三
十
、

大
学
学
長
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
九
十
五
」
を
「
、
百
分
の
二

百
二
十
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
百
分
の
九
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の

百
五
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
知
事
事
務
部
局
の
部
地
域
機
関
等
（
組
織
規
則
第
二
十
条
に
規
定
す
る
地
域
機
関
及
び
専

門
機
関
を
い
う
。
）
の
項
中
「
専
門
官

管
理
部
長
」
を
「
専
門
官
」
に
、
「
主
監

援
護
寮
長
」

を
「
主
監
」
に
、
「
事
業
所
長

附
属
図
書
館
長
」
を
「
事
業
所
長
」
に
、
「
医
長

外
国
語
研
究

所
副
所
長
」
を
「
医
長
」
に
、
「
こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー
部
長

教
務
主
任
」
を
「
こ
こ
ろ
の
健

康
セ
ン
タ
ー
部
長
」
に
改
め
、
同
表
病
院
局
の
部
専
門
機
関
の
項
中
「
院
長

院
長
代
行
」
を
「
院

長
」
に
、
「
副
院
長

院
長
補
佐
」
を
「
副
院
長
」
に
、
「
人
間
ド
ッ
ク
推
進
担
当
部
長
」
を
「
健

康
指
導
部
長

地
域
医
療
連
携
室
長

診
療
情
報
管
理
室
長

母
子
保
健
室
長

感
染
対
策
室
長
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
ロ
の
表
第
一
号
区
分
の
項
第
一
号
中
「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
」
を
「
平

成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
」
に
、

「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
三
十
年
三
月
以
前
の
給

与
条
例
」
に
改
め
、
別
表
ロ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
第
一
号
中
「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条

例
」
を
「
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
給
与
条
例
（
他
の
条
例
等
に
お
い
て
、
引

用
し
、
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条

例
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
別
表
ロ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第
六
号
、
第
六
号
区
分
の
項
第
七
号

及
び
第
七
号
区
分
の
項
第
七
号
中
「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
八
年
四
月

以
後
平
成
三
十
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
別
表
ロ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第
六
号
中

「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
」
を
「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中

「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
」
を
「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
三
十
年
三
月
以
前
の
給

与
条
例
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
、
研
究
職
給
料
表
又
は
大
学
教
育
職
給
料
表
」
を
「
又
は
研
究
職
給
料
表
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
事
務
部
局
の
項
中
「
統
括
監

事
務
局
長

管
理
部
長

管
理
部
次
長

学
部
長

研

究
科
長

附
属
図
書
館
長
」
を
「
統
括
監
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
項
中

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１０号）
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「

を

教
育
事
務
所

所
長

管
理
主
監

次
長

総
務
係
長

学
校
教
育
係
長

」

「

に
、

教
育
事
務
所

所
長

管
理
主
監

学
校
教
育
係
長

」

「
次
長

庶
務
を
分
掌
す
る
係
の
係
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
三
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

群
馬
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
六
号
中
「
。
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
（
第
六
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
「
上
限
額
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同

項
の
表
中
「
第
五
項
第
一
号
」
を
「
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四

項
中
「
第
二
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
前
項
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二
項
中
「
受
け
て
い
た
」
を
「
前
項
中
「
受
け
て
い
た
」
に
改
め
、
「
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項
中
「
並
び
に
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
を
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
に
お
け
る
群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

六
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間

を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
並
び
に
同
日
」
と
」
を

削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
項
中
「
給
料
」
を
「
前
項
中
「
給
料
」
に
改
め
、
「
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項
中
「
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
に
群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額
並
び
に
」
と
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
項
中
「
受
け
て
い
た
」
を
「
前
項
中
「
受

け
て
い
た
」
に
改
め
、
「
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項
中
「
並
び
に
条
例

第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
を
条
例
第
十
三

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
に
お
け
る
群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得

た
額
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
同
日
」
と
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項

と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
五
条
第
二
項
各
号
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
五
項
各

号
」
を
「
前
条
第
四
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
か
ら
第
六
条
の
四
ま
で
を
削
る
。

第
七
条
中
「
若
し
く
は
第
六
条
の
二
」
及
び
「
若
し
く
は
前
条
」
を
削
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

一

一
年
を
通
じ
て
特
地
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
公
署

所

在

地

公

署

級
別
区
分

多
野
郡
上
野
村
大
字
勝
山
九
四

藤
岡
警
察
署
上
野
駐
在
所

二
級
地

多
野
郡
神
流
町
大
字
神
ヶ
原
三
五
三
の
五

藤
岡
警
察
署
中
里
駐
在
所

吾
妻
郡
中
之
条
町
小
雨
三
八
八
の
一

吾
妻
警
察
署
小
雨
駐
在
所

吾
妻
郡
長
野
原
町
大
字
川
原
湯
金
花
山
四
五

長
野
原
警
察
署
川
原
湯
駐
在

四
の
一
一
八

所

吾
妻
郡
嬬
恋
村
大
字
芦
生
田
五
九
九
の
五

長
野
原
警
察
署
嬬
恋
交
番

吾
妻
郡
嬬
恋
村
大
字
大
前
七
八
五

長
野
原
警
察
署
大
前
駐
在
所

吾
妻
郡
中
之
条
町
大
字
四
万
三
八
二
三
の
九

吾
妻
警
察
署
四
万
駐
在
所

一
級
地

吾
妻
郡
長
野
原
町
大
字
北
軽
井
沢
一
九
八
七

長
野
原
警
察
署
北
軽
井
沢
駐

の
三
六
九

在
所

吾
妻
郡
長
野
原
町
大
字
北
軽
井
沢
二
〇
三
二

浅
間
家
畜
育
成
牧
場

の
二
三

吾
妻
郡
嬬
恋
村
大
字
田
代
三
〇
一

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
高
冷
地

野
菜
研
究
セ
ン
タ
ー

吾
妻
郡
嬬
恋
村
大
字
三
原
八
七
六
の
九

中
之
条
土
木
事
務
所
三
原
事

業
所

吾
妻
郡
嬬
恋
村
大
字
田
代
九
八
四
の
五

長
野
原
警
察
署
田
代
駐
在
所

吾
妻
郡
東
吾
妻
町
大
字
岩
下
三
〇
〇

吾
妻
警
察
署
岩
下
駐
在
所

吾
妻
郡
東
吾
妻
町
大
字
大
戸
三
六
二
の
一

吾
妻
警
察
署
大
戸
駐
在
所

利
根
郡
片
品
村
大
字
鎌
田
三
八
六
六
の
一

沼
田
警
察
署
尾
瀬
駐
在
所

利
根
郡
み
な
か
み
町
藤
原
二
一
九
一

沼
田
警
察
署
藤
原
駐
在
所

備
考一

こ
の
表
の
所
在
地
欄
に
掲
げ
る
所
在
地
の
表
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
に
お
け
る
区

域
を
示
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
当
該
区
域
に
係
る
表
示
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。

二

こ
の
表
に
掲
げ
る
公
署
の
う
ち
、
吾
妻
警
察
署
小
雨
駐
在
所
に
つ
い
て
は
、
冬
期
は
、
級

別
区
分
が
三
級
地
で
あ
る
公
署
と
し
て
同
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
、
吾
妻
警
察
署

四
万
駐
在
所
、
長
野
原
警
察
署
北
軽
井
沢
駐
在
所
、
浅
間
家
畜
育
成
牧
場
、
農
業
技
術
セ
ン
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タ
ー
高
冷
地
野
菜
研
究
セ
ン
タ
ー
、
吾
妻
警
察
署
岩
下
駐
在
所
、
吾
妻
警
察
署
大
戸
駐
在
所

及
び
沼
田
警
察
署
藤
原
駐
在
所
に
つ
い
て
は
、
冬
期
は
、
級
別
区
分
が
二
級
地
で
あ
る
公
署

と
し
て
同
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

二

冬
期
に
限
り
特
地
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
公
署

所

在

地

公

署

級
別
区
分

吾
妻
郡
東
吾
妻
町
大
字
厚
田
一
九
八
六
の
四

畜
産
試
験
場
吾
妻
肉
牛
繁
殖

一
級
地

セ
ン
タ
ー

備
考

こ
の
表
の
所
在
地
欄
に
掲
げ
る
所
在
地
の
表
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
に
お
け
る
区

域
を
示
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
当
該
区
域
に
係
る
表
示
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
等
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下

「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
群
馬
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十

六
年
群
馬
県
条
例
第
五
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
特
地
公
署
（
以
下
「
特
地
公
署
」
と
い
う
。
）
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定

め
る
公
署
は
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
特
地
公
署
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
地
公
署
と
さ
れ
た
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
の
条
例
第
十
三
条
の
二
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
当
該
公
署
に
勤
務
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
特

地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
当
該
公
署
の
級
別
区
分
に
係
る

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り

捨
て
た
額
）
、
当
該
職
員
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
職
員
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
別
に
人
事
委

員
会
が
定
め
る
額
と
す
る
。

３

前
項
の
特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る

日
に
受
け
て
い
た
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
等
に
係
る
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
と
施
行
日
の
前

日
に
受
け
て
い
た
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
第
五
項

第
二
号
に
お
い
て
「
施
行
日
の
前
日
に
係
る
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
額
（
そ
の
額
が

勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
等
に
係
る
基
礎
額
と
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合

計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
合
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
地
勤
務
手
当
経

過
措
置
特
例
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
地
勤
務

手
当
経
過
措
置
特
例
基
礎
額
）
と
す
る
。

４

改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
等
に
係
る
基
礎
額
は
、
当
該
各
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
同
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
等
に
係
る
基
礎
額
と
す
る
。

５

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し

て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
又
は
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第

二
項
各
号
に
定
め
る
日
若
し
く
は
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た

も
の
に
係
る
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
等
に
係
る
基
礎
額
に
係
る
給
料
の
月
額

次
に
掲
げ
る
職
員
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
二
項
各
号

に
定
め
る
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の

そ
の
日
に
係
る
給
料
の

月
額
を
同
日
に
お
け
る
群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
群

馬
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間

を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
育
児

短
時
間
算
出
率
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
額

ロ

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
日

に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の

そ
の
日
に
係
る
給
料
の

月
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額

ハ

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
日

に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の

そ
の
日
に
係
る
給
料
の
月
額
を
同
日

に
お
け
る
育
児
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額

二

施
行
日
の
前
日
に
係
る
基
礎
額
に
係
る
給
料
の
月
額

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の

そ
の
日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
を
同
日
に
お
け
る
育

児
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額

ロ

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の

そ
の
日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
に
育
児
短
時
間
算
出

率
を
乗
じ
て
得
た
額

ハ

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
で
あ
っ
た
も
の

そ
の
日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
を
同
日
に
お
け
る
育
児
短
時
間
算

出
率
で
除
し
て
得
た
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額

６

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
地
公
署
と
さ
れ
た
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
、
改
正
前
の
規

則
第
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
公
署
で
あ
っ
た
公
署
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
特
定
特
地
公

署
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
す
る
職
員
に
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
及
び
同
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下

「
冬
期
」
と
い
う
。
）
以
外
の
期
間
は
、
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

７

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
地
公
署
と
さ
れ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
の
条
例
第
十
三
条
の
三

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１０号）
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第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
（
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
に

あ
っ
て
は
、
冬
期
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
及

び
第
三
項
並
び
に
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
当
該

公
署
に
在
勤
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
額
、
同
日
か
ら
引
き
続
き
当
該
公
署
に
在
勤
し
て
い
る
職
員
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該

職
員
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
と
す
る
。

一

施
行
日
に
お
い
て
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
準
特
地
公
署
（
以
下
「
準
特
地

公
署
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
以
外
の
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
（
次
号

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
百
分
の
五
（
改
正
後
の
規
則

第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
（
以
下
「
異
動
の
日
等
」
と
い
う
。
）
か

ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し
た
日
後
か
ら
五
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
間
に
つ
い
て
は
百
分
の
四
、

異
動
の
日
等
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

二

施
行
日
に
お
い
て
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
以
外
の
公
署
で
あ
っ
て
、

改
正
前
の
特
定
特
地
公
署
で
あ
っ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員

次
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

冬
期
以
外
の
期
間

準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
百
分
の
四
（
異
動
の
日
等
か
ら
起

算
し
て
五
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

ロ

冬
期

準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
百
分
の
五
（
異
動
の
日
等
か
ら
起
算
し
て
四
年

に
達
し
た
日
後
か
ら
五
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
間
に
つ
い
て
は
百
分
の
四
、
異
動
の
日
等
か

ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

三

施
行
日
に
お
い
て
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
準
特
地
公
署
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
で
あ
っ
て
、
改
正
前
の
特
定
特
地
公
署
で
あ
っ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職

員

次
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

冬
期
以
外
の
期
間

前
号
イ
に
定
め
る
額

ロ

冬
期

当
該
公
署
を
準
特
地
公
署
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第

二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当

の
月
額
に
、
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
百
分
の
一
（
異
動
の
日
等
か
ら
起
算
し
て
四

年
に
達
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
零
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

四

施
行
日
に
お
い
て
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
（
前
号

及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

当
該
公
署
を
準
特
地
公
署
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け

る
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地

勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
に
、
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
百
分
の
一
（
異
動
の

日
等
か
ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
零
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
て

得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

五

施
行
日
に
お
い
て
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
で
あ
っ
て
、
改
正
前
の
特

定
特
地
公
署
で
あ
っ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
（
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

第
三

号
ロ
に
定
め
る
額

８

前
項
の
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
は
、
異
動
の
日
等
に
受
け
て
い
た
給
料
及
び
扶
養
手
当

の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
特
例
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間

に
つ
い
て
は
、
当
該
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
特
例
基
礎
額
）
と
す
る
。

９

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
異
動
の
日
等
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も

の
に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
異
動
の
日

等
に
係
る
給
料
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

と
す
る
。

一

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
異
動
の
日
等
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の

異
動
の
日
等
に
係
る
給
料
の
月
額
を
異
動
の
日
等
に
お
け
る
育
児

短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額

二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
異
動
の
日
等
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以

外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の

異
動
の
日
等
に
係
る
給
料
の
月
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ

て
得
た
額

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
異
動
の
日
等
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で

あ
っ
た
も
の

異
動
の
日
等
に
係
る
給
料
の
月
額
を
異
動
の
日
等
に
お
け
る
育
児
短
時
間
算
出

率
で
除
し
て
得
た
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額

（
級
別
区
分
が
下
位
と
な
っ
た
特
地
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
等
に
関
す
る

経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
に
よ
る
級
別
区
分
が
改
正
前
の
規
則
に
よ
る
級
別
区
分

よ
り
下
位
と
な
っ
た
期
間
を
有
す
る
公
署
（
改
正
前
の
規
則
別
表
の
一
の
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た

公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
公
署
（
以
下
「
特
定
特
地

公
署
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
勤
務
す
る
職
員
の
条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
（
冬
期
以
外
の
期
間
の
み
級
別
区
分
が
下
位
と
な
っ
た
公
署
に
勤

務
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
冬
期
以
外
の
期
間
に
支
給
す
る
も
の
に
限
り
、
冬
期
の
み
級
別
区
分
が

下
位
と
な
っ
た
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
冬
期
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
月
額

は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
そ
の
期
間
内
に
当
該
下
位
と
な
っ
た
期
間
を
有
す
る
公
署
が
施
行
日
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則

に
よ
る
級
別
区
分
と
異
な
る
級
別
区
分
と
な
っ
た
場
合
又
は
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な

っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
級
別
区
分
が
異
な
り
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前

日
ま
で
の
間
）
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
当
該
下
位
と
な
っ
た
期
間
を
有
す
る
公
署
に
勤

務
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
に
、

前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
当
該
下
位
と

な
っ
た
期
間
を
有
す
る
公
署
の
下
位
と
な
っ
た
期
間
に
お
け
る
改
正
前
の
規
則
に
よ
る
級
別
区
分

に
係
る
支
給
割
合
か
ら
改
正
後
の
規
則
に
よ
る
級
別
区
分
に
係
る
支
給
割
合
を
減
じ
た
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
を
加
算
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
額
）
、
当
該
職
員
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
職
員
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
別
に
人

事
委
員
会
が
定
め
る
額
と
す
る
。

（
準
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
等

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１０号）
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に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
準
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
平
成
三
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
準
特
地
公
署
と
し
て
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員

の
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月

額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
当
該
公
署
に
在
勤
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
附
則
第
二
条

第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
百
分
の
四
（
異
動
の
日
等

か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
、
当
該
職
員
以
外
の
者
に
あ

っ
て
は
当
該
職
員
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
準
特
地
公
署
と
し
て
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
の
う

ち
、
改
正
前
の
規
則
第
四
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
準
特
地
公
署
で
あ
っ
た
公
署
に
在
勤
す
る

職
員
に
は
、
冬
期
以
外
の
期
間
は
、
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
。

（
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
に
在
勤

す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
準
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
（
改
正
前
の
規
則
第
四
条
第

五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
準
特
地
公
署
で
あ
っ
た
公
署
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
施
行
日
に
改
正
後
の

規
則
第
四
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
に
在
勤
す

る
職
員
の
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手

当
（
冬
期
以
外
の
期
間
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二

項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
一
年
十
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
同
号
に
掲
げ
る
準
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な

っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）
、
施
行
日
の

前
日
か
ら
引
き
続
き
当
該
公
署
に
在
勤
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
附
則
第
二
条
第
八
項
及
び
第

九
項
の
規
定
に
よ
る
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
百
分
の
四
（
異
動
の
日
等
か
ら
起
算
し
て

五
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
、
当
該
職
員
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
職

員
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
十
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
雑
則
）

第
六
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要

な
経
過
措
置
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
県
職
員
等
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
県
職
員
等
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
県
職
員
等
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六

十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

外
務
公
務
員
俸
給
等
相
当
年
額
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
派
遣
職
員
が
、
群
馬
県
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
群
馬
県
条
例
第
五
十
五
号
。
以
下
「
県
職
員
給
与
条
例
」
と
い

う
。
）
第
五
条
第
四
項
又
は
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
群

馬
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下
「
公
立
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
標
準
号
給
数
（
県
職
員
給
与
条
例
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
基
準
又
は
公
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
基
準
に
お
い
て
当
該
派
遣
職
員
に
係
る
標
準
と
な
る
号
給
数
を
い
う
。
）
を
昇
給
す
る
も
の
と

し
、
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
三
号
又
は
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
掲

げ
る
職
員
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

群
馬
県
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
イ
中
「
第
五
条
第
四
項
」
を
「
第
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
条

例
第
十
九
条
第
一
項
の
大
学
学
長
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
を
削
り
、
「
同
条
第
三
項
第

一
号
イ
」
を
「
条
例
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
第
五
条
第
四
項
」

を
「
第
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
」
を
「
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一

項
」
に
、
「
、
同
法
」
を
「
又
は
同
法
」
に
改
め
、
「
又
は
群
馬
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
群
馬
県
条
例
第
一
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給

料
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
平
成
二
十
八
年
経
過
措
置
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
十
六
条
第
七
項
中
「
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
又
は
平
成
二
十
八
年
経
過
措
置
職
員
」
を

「
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

群
馬
県
公
立
大
学
法
人

第
二
条
第
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十

一
般
社
団
法
人
地
方
税
電
子
化
協
議
会

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

群
馬
県
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

群
馬
県
公
立
大
学
法
人

第
四
条
第
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十

一
般
社
団
法
人
地
方
税
電
子
化
協
議
会

第
十
四
条
第
三
号
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
院
長

代
行
」
を
削
る
。

別
表
知
事
部
局
の
項
中
「
女
子
大
学
事
務
局
長
、
県
民
健
康
科
学
大
学
事
務
局
長
、
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規

則

平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
群

馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
二
十
八
年
勧
告
改
正
条
例
の
施
行
に
伴
う
給
与
の
支
給
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

平
成
二
十
八
年
勧
告
改
正
条
例
の
施
行
に
伴
う
給
与
の
支
給
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
廃

止
す
る
規
則

平
成
二
十
八
年
勧
告
改
正
条
例
の
施
行
に
伴
う
給
与
の
支
給
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
改
正
条
例
の
施
行
に
伴
う
給
与
の
支
給
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

平
成
二
十
九
年
改
正
条
例
の
施
行
に
伴
う
給
与
の
支
給
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す

る
規
則

平
成
二
十
九
年
改
正
条
例
の
施
行
に
伴
う
給
与
の
支
給
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九

年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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